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パブリック・コミュニケーション高度化支援業務委託に係る 

企画提案公募要領 

 

１ 趣旨 

  県の施策・事業の対象となる県民や事業者等の関係者に、県が発信する情報を正

しく確実に届け、理解や共感を得ることにより、効果的な県政運営を実現していく

ため、広報やメディアリレーションズなどの専門知識と豊富な経験を持つ外部の専

門家を活用し、伝える対象や内容に合わせた最適な手法・伝達経路での情報発信に、

全庁が一体となって戦略的に取り組む。 

 

２ 業務の概要 

（１）委託業務名称 

パブリック・コミュニケーション高度化支援業務委託 

（２）業務内容  

 別紙１「パブリック・コミュニケーション高度化支援業務委託仕様書」のとおり 

（３）契約期間 

契約締結の日から令和９年３月３１日まで 

（４）予算上限額 

金１７，１７０，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

ただし、この金額は予算上限額であり、契約時の予定価格を示すものではない。 

     

３ 応募資格 

   応募できるのは、次の掲げる要件をすべて満たす事業者とする。 

（１）本件業務を効果的に実施できる体制が整えられていること。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当し 

ないこと。  

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申し立て、 

又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき民事再生手続開始の申し立

てがなされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始決定を受けた者を除く。）

でないこと。 

（４）「山梨県建設工事請負契約に係る指名停止等措置要領」及び「山梨県物品購入等契

約に係る指名停止等措置要領」による指名停止措置期間中の者でないこと。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第６号に規定する暴力団員でないこと、又は法人にあっては、その役員が暴力団

員でないこと。 

（６）法人税、消費税及び地方消費税、都道府県税の滞納がない者であること。 

（７）当該公募案件に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係

がないこと。 

  ア 資本関係 

    以下のいずれかに該当する二者の場合。 

  （ア）子会社等（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第３号の２に規定する子

会社をいう。（イ）において同じ。）と親会社等（同条第４号の２に規定する親会
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社等をいう。（イ）において同じ）の関係にある場合。 

  （イ）親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合。 

  イ 人的関係 

    以下のいずれかに該当する二者の場合。但し（ア）については、会社等（会社法

施行規則（平成１８年法務省令第１２号）第２条第３項第２号に規定する会社等

をいう。以下同じ。）の一方が民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２条第

４号に規定する再生手続きが存続中の会社等又は更生会社（会社更生法（平成１

４年法律第１５４号）第２条第７項に規定する更生会社をいう。）である場合を除

く。 

  （ア）一方の会社等の役員（会社法施行規則第２条第３項第３号に規定する役員の

うち、次に掲げる者をいう。以下同じ。）が、他方の会社等の役員を現に兼ねて

いる場合。 

    ⅰ. 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。 

     ・ 会社法第２条第１１号の２に規定する監査等委員会設置会社における監

査等委員である取締役 

     ・ 会社法第２条第１２号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 

     ・ 会社法第２条第１５号に規定する社外取締役 

     ・ 会社法第３４８条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により

業務を遂行しないこととされている取締役 

    ⅱ. 会社法第４０２条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 

    ⅲ. 会社法第５７５条第１項に規定する持分会社（合名会社、合資会社又は合

同会社をいう。）の社員（同法第５９０条第１項に規定する定款に別段の定

めがある場合により業務を遂行しないこととされている社員を除く。） 

    ⅳ. 組合の理事 

    ⅴ. その他業務を遂行する者であって、ⅰからⅳまでに掲げる者に準ずる者 

  （イ）一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第６４条第２項又は会社

更生法第６７条第１項の規定により選任された管財人（以下単に「管財人」と

いう。）を現に兼ねている場合 

  （ウ）一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 

  ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 

    組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同視

しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合 

 

４ スケジュール 

募集開始       令和８年４月１３日（月） 

参加申込書提出期限  令和８年４月３０日（木）午後５時 

質問受付期限     令和８年４月３０日（木）午後５時 

企画提案書提出期限  令和８年５月１８日（月） 

審査委員会      令和８年５月２６日（火） 

 

５ 応募手続き 

（１）書類等提出先、質問受付（共通） 

〒４００－８５０１ 山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号（山梨県庁本館３階） 

山梨県高度政策推進局 広聴広報グループ  
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電話：０５５－２２３－１３３６ 

メールアドレス：koucho@pref.yamanashi.lg.jp 

（２）参加申込書の提出 

  ア 提出書類（各１部提出） 

  （ア）参加申込書（様式１） 

  （イ）誓約書（様式２） 

  （ウ）会社概要等整理表（様式３） 

     ※会社概要が把握可能な書類（会社パンフレットなど）及び財務諸表（直近

のもの）を添付すること。 

  （エ）国税納税証明書（その３の３）（税務署で交付される様式） 

  （オ）都道府県税納税証明書（都道府県税に未納がない旨の証明書）（都道府県で交

付される様式） 

  （カ）履歴事項全部証明書（写し可） 

     ※書類申請日から３か月以内に発行されたもの 

  （キ）実施体制表（様式４） 

  （ク）資本関係・人的関係等に関する調書（様式５） 

  イ 提出期限 

令和８年４月３０日（木）午後５時必着 

  ウ 提出方法 

持参又は郵送（持参の場合の受付は、土日・祝日を除く、午前９時から午後５時

までとする。） 

  エ 提出期限までに県が参加申込書を受理できない場合は参加を認めない。 

  オ 参加表明後に企画提案書類の提出を辞退する場合は、「企画提案辞退届」（様式

６）によるものとし、企画提案書の提出期限までに提出すること。なお、企画提案

の辞退は自由であり、今後、当該辞退による不利益な取り扱いはしない。 

（３）企画提案に関する質問の受付 

  ア 質問様式 

   ・ 質問票（様式７）を使用すること。 

  イ 受付期限 

   ・ 令和８年４月３０日（木）午後５時必着 

  ウ 質問方法 

   ・ 電子メールで送信すること。 

   ・ 電子メール送信後、電話で受信確認を行うこと。 

  エ 回答方法 

   ・ 質問に関する回答は一覧形式で作成し、広聴広報グループホームページに掲

載する。 

   ・ 質問への回答は、質問受領後、２日程度を目安に順次行う。 

  オ その他 

   ・ 電話や口頭での質問には応じない。 

   ・ 本企画提案の内容に直接関係ない質問や回答することにより本企画提案の公

平性を保てない等と判断した質問には回答しないことがある。 

（４）企画提案書等の提出 

  ア 提出書類 

   ・ 企画提案書（様式８）・・・・・ １部（紙ベース１部及びＰＤＦデータ） 

     下記「６ 企画提案書の内容及び提案にあたっての留意事項」を参照するこ

と 

  イ 提出期限 

   ・ 令和８年５月１８日（月）午後５時必着 
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  ウ 提出方法 

   ・ 紙ベースは、持参又は郵送（持参の場合の受付は、土日・祝日を除く、午前

９時から午後５時までとする。） 

   ・ ＰＤＦデータは、下記までメールで送付すること。 

     メールアドレス：koucho@pref.yamanashi.lg.jp 

  エ 提出期限までに県が企画提案書等を受理できない場合は審査対象としない。 

  オ 一度提出した企画提案書等は、これを書き換え、差し替え又は撤回することが

できない。 

  カ 「３ 応募資格」の条件を満たさなくなった者の企画提案及び次のいずれかに

該当する企画提案は無効とする。 

   ・ 公募要領の規定に反した提案 

   ・ 誤字、脱字等により必要事項が確認できない提案 

 

６ 企画提案書の内容及び提案にあたっての留意事項 

（１）総論 

  ・ 別紙２「審査基準」の評価項目に照らして審査員が採点しやすいように構成や

文章表現を工夫すること。 

  ・ 企画提案審査は審査委員が企画提案者を特定できない方法で実施するため、企

画提案書の様式８以外の部分には企画提案者名を一切記載しないこと（見積書に

ついても企画提案者名は記載しないこと） 

  ・ フォントや書式、ページ設定（縦版、横版、２アップ等）は任意とするが、ペ

ージサイズはＡ４版とすること。 

  ・ 企画提案書本体と参考資料を合わせて、概ね２０ページ以内とする。 

（２）各論 

項目 内容 

提出鑑文 ・ 様式８ 

・ 連絡先電話番号は、審査日に連絡することがある

ため、必ず連絡が取れる電話番号を記載するこ

と。 

１ 表紙 ・ 提案者が特定できる内容は記載しないこと。（以

下、同じ。） 

２ 業務に対する考え方 ・ 委託業務の内容を踏まえて、貴社の本業務に対す

る考え方や取組方針について記載すること。 

３ 実施体制・専門性 ・ 委託業務の実施体制について、職名、当該職員の

経歴、役割分担等を記載すること。 

４ 過去の実績・類似す

る業務の経験 

・ 過去の類似業務の実績があれば、業務名、発注者

名、事業規模（契約額）、契約期間、業務内容、

その他ＰＲできる点などを表形式等で記載するこ

と。なお、元請けとして受注した業務を記載する

こととするが、ない場合は下請けとして受注した

業務を記載することも可（その旨を明記するこ

と）。 

５ 業務実施方法等 ・ 仕様書の業務の実施方針や提案者のアピールポイ

ントなどを記載すること。 

※ 別紙２「審査基準」の評価項目に照らして記載

すること。 

※ 別添参考資料「山梨県コミュニケーション戦

略」及び「パブリック・コミュニケーション高度

化推進体制」並びに参加申込書の提出に対する確
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認通知時にお渡しする「パブリック・コミュニケ

ーション高度化に係る県職員の意識調査」も参考

にすること。 

６ その他 ・ 仕様書に記載されていない事項であっても、業務

の推進、目的達成のために必要と認められる内容

について、委託料の上限額の範囲内で提案でき

る。 

７ 見積書 ・ 見積額は「一式」ではなく、仕様書の項目ごとに

記載すること。 

 
７ 審査方法・基準 

（１）実施方法 

Microsoft Teams によるオンライン 

（２）実施日時 

令和８年５月２６日（火）（入室時間は及びＵＲＬは個別に通知する。） 

（３）持ち時間  

１者３０分（うち説明１５分以内、質疑１５分を目安とする） 

（４）審査基準 

別紙２「審査基準」のとおりとする。 

（５）審査は、審査の公平性確保及び企業ノウハウの流出防止のため非公開とする。 

（６）審査の結果を基に、県が第１順位の委託候補者を決定し、当該事業者との契約手

続きを行う。 

（７）審査の結果は、各提案者に「採用」「不採用」の別を連絡する。 

（８）第１順位の委託候補者が契約を締結しないときは次点の者と契約の交渉を行う。 

（９）選定結果等は、県のホームページで公表する。 

※ 公表事項は、評価基準、配点及び評価、審査結果、第１順位委託候補者の名称

等とし、第１委託候補者以外の提案者の名称は公表しない。 

 

８ 契約に関する事項 

（１）契約書は２通作成し、双方記名押印して、各自１通を所持するものとする。  

（２）契約保証金については、山梨県財務規則（昭和３９年山梨県規則第１１号）第１

０９条第１項に規定する契約保証金を契約締結と同時に納めなければならない。た

だし、規則第１０９条の２に該当する場合はこれを免除するものとする。 

（３）企画提案書等に記載された事項は、別紙１仕様書と合わせ、契約時の仕様書とし

て扱う。ただし、業務の目的のために修正すべき必要がある場合には、県の指示に

より契約締結段階において契約内容を追加、変更又は削除するものとする。 

 

９ その他 

（１）企画提案及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通

貨とする。 

（２）提出書類の取り扱い 

  ア 提案者が県に提出した書類（以下「提出書類」という。）に含まれる著作物の

著作権は、提案者に帰属する。 

  イ 提出書類は、いかなる理由があっても返却しないものとする。 

  ウ 提案内容に含まれる特許権など日本国の法令に基づいて保護されている第三者

の権利の対象となっているものを使用した結果、生じた責任は原則として提案者

が負うものとする。 

（３）本企画提案応募に要した一切の費用は、提案者自身が負担するものとする。 

（４）審査終了後、契約を締結するまでの間、「３ 応募資格」の条件を満たさない事

態が発生した場合には、契約を締結しないことがある。なお、手続きの停止又は契



 6 

約を解除した場合でも、当該業務に要した費用については、一切補償しないものと

する。 

（５）「３ 応募資格」の条件を満たしている者であっても、不正又は不誠実な行為が

あった場合、経営状況が著しく不健全であると認められる場合等にあっては、応募

を認めないことがある。 

（６）提案者が企画提案の審査員に対して、直接・間接を問わず故意に接触を求めるな

ど、審査結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った場合、その提案者は失

格とする。 

 

１０ 本件に関する問い合わせ先 

〒４００－８５０１ 山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号（山梨県庁本館３階） 

山梨県高度政策推進局 広聴広報グループ  

電話：０５５－２２３－１３３６ 

メールアドレス：koucho@pref.yamanashi.lg.jp 
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別紙１ 
 

1 

パブリック・コミュニケーション高度化支援業務委託仕様書（公募時） 

 

１ 事業の目的 

県の施策・事業の対象となる県民や事業者等の関係者に、県が発信する情報を正しく確

実に届け、理解や共感を得ることにより効果的な県政運営を実現していくため、伝える対

象や内容に合わせた最適な手法・伝達経路での情報発信に、全庁が一体となって戦略的に

取り組むにあたり、広報、メディアリレーションズなどの専門知識と豊富な経験を持つ外

部の専門家の支援を受けるものである。 

 

※ 本事業は、ステークホルダーとの信頼関係を高めて効果的な施策の立案及び着実な

推進を実現するため、専門的・技術的な知見に基づき、庁内各所属・各部局が行う個別

の施策及び全庁的な重要施策に係るステークホルダーとのコミュニケーションを支援

するものです。報道機関をターゲットに絞ったプレスリリースの発信やメディアリレ

ーションの構築、メディア招致は、別途発注する情報発信力強化業務で実施します。 

 

２ パブリック・コミュニケーション活動の KPI 

本委託業務を通じて達成を図るＫＰＩは別表のとおり。 

 

３ 委託業務 

＜Ⅰ 組織体制強化業務＞ 

（１） 県職員の意識変革等に向けた施策 

 

◼ ＫＰＩのうち「県職員の意識」を達成するための手法を具体的に提案し、貴社の優位性

も合わせて示すこと。ＫＰＩは下記（２）により調査する。 

◼ 令和７年度の実績は下記のとおり。 

①目的 

全庁が一体となってパブリック・コミュニケーションの高度化を進めるために

は、各部局の幹部職員がその重要性を認識し、高い意識を持つことが重要であ

る。そのため、パブリック・コミュニケーションの高度化を進めるにあたって体

制、運用や最低限必要な基礎知識を身につけ、自発的、積極的にアクションでき

るよう職層別に研修を開催する。 

②対象となる職層及び対象者数、研修時間 

部局長：２０名程度（７０分） 

本庁所属長：１００名程度（１５０分） 

企画調整主幹等（各部局の広聴広報連絡員）：２０名程度（８０分） 

◼ 令和６年度も同様の研修を実施。 

◼ 参考資料として配付する「パブリック・コミュニケーション高度化にかかる県職員

の意識調査」を参考にすること。 

 

（２）職員アンケート 

① 目的 
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職員のパブリック・コミュニケーションに関する意識や弱点を把握し、組織的対応力

強化の基礎資料とするとともに、アンケートへの回答を通じて職員がパブリック・コ

ミュニケーションを改めて意識する契機とする。 

② 実施方法 

受託者が県と協議の上、アンケートを作成し、山梨県職員ポータル内のアンケート機

能（Microsoft Forms）を活用し、県において回答を収集する。（回答数５００以上） 

③ 分析 

   調査結果を分析し、今後の研修や組織体制など、助言を示すこと。 

 

◼ 上記は令和７年度の仕様と同じ。 

◼ これと同等以上のものを、提案者から独自の手法を含め提案すること。 

 

＜Ⅱ 現状把握・分析業務＞ 

（３）県民アンケート調査・分析 

① 目的 

最大のパートナーである県民にとって大きな影響があり、県民の気運の醸成が求め

られる取組（戦略的最重要案件）※等についての県民の施策の認知や理解度、行動変

容の状況を明らかにする調査を行う。 

② 質問数／サンプル（回答者）数 

２５問～３０問程度／６５０サンプル程度 

③ 調査方法  

 指定なし（Ｗｅｂ調査可） 

 回答者の構成は可能な限り山梨県の人口構成に応じたものとすること。 

④ 調査時期 

令和８年６月（予定） 

⑤ 分析 

   調査結果を分析し、今後のパブリック・コミュニケーションの手法や内容について

の助言を示すこと。 

 

※ 戦略的最重要案件（変更の可能性あり） 

・ 人口減少危機対策  

・ ケアラー支援 

・ 富士トラム 

・ 自然首都圏創出のための基盤整備 

・ 賃金水準の持続的引き上げ 

・ 水素実装先導県   

 

◼ ＫＰＩのうち「県職員の意識」以外の項目について測定し、（５）ステークホルダーと

のコミュニケーション支援につなげるもの。 

◼ 上記は令和７年度の仕様と同じ。 

◼ これと同等以上のものを、提案者から独自の調査・分析手法を含め提案すること。 

 



3 

（４）広聴広報グループへの情報提供 

・ 県が指定する案件について、ＳＮＳ、Ｗｅｂ、メディアのモニタリング等を行う。（年

２件程度／１件当たり１ヶ月程度） 

・  

◼ モニタリング対象メディア、投稿の感情分析、実施方法等を具体的に提案すること。 

◼ ＳＮＳは、Ｘ（旧 twitter）は必須とし、他にあれば提案すること。 

◼ これと同等以上のものを、提案者から独自の調査・分析を含め提案すること。 

 

＜Ⅲ 助言・活動支援業務＞ 

（５）ステークホルダーとのコミュニケーション支援 

    戦略的最重要案件を中心に、各部局が施策・事業の立案や執行に必要なステークホル

ダーとのコミュニケーション（ステークホルダーへのアプローチ・説明、気運醸成に向

けたＰＲ戦略、報道対応等）について支援する。 

 

◼ ＫＰＩのうち「県職員の意識」以外の項目を達成するための支援手法を具体的に提案し、

貴社の優位性も合わせて示すこと。ＫＰＩは上記（３）により調査する。 

◼ 令和７年度の実績は下記のとおり。 

① 方法 

メール、ミーティング 

※ Ｗｅｂミーティングを基本するが、戦略的最重要案件に係る第 1 回関係課ミ

ーティングは顔の見える関係を構築するため対面にて実施。 

② 支援内容 

・ コミュニケーション活動への助言 

・ 情勢分析等の必要な調査及びそれを踏まえた具体的な活動の提案 

・ ＳＮＳ運用への助言 

・ 県のパブリック・コミュニケーションの高度化に資すること 

◼ 本業務の企画提案の背景として、とりわけ県における広報手法がプレスリリースやＳ

ＮＳといった手法に硬直化している懸念があり、ＫＰＩ達成には、従来の枠組みにと

らわれない手法が必要と考えていることがある。県からの助言依頼に対する応答的な

助言にとどまらず、上記（２）～（４）で得られた分析・知見を踏まえ、ＫＰＩの達

成に向けて必要となるコミュニケーション施策を積極的に提案していただく支援手法

を期待している。 

 

４ 実績報告 

委託業務終了後、年間業務実績を整理した業務完了報告書を提出する。 

①添付資料 

・ 各種会議やミーティングへの提出資料 

・ アンケート調査報告書 

・ ミーティングの議事録 

・ その他県に提出した資料 

②形式 

・ 紙媒体１部（インデックスを付すなど、系統的に整理・調製すること） 
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・ ＰＤＦで記録した電子媒体（ＤＶＤ等）１部（フォルダを分けることやファイル名に

番号を付すなど整理すること） 

 

５ 業務成果の帰属等 

・委託業務の実施で得られた成果、情報（個人情報・企業情報を含む）等について山梨県に

帰属する。 

・委託業務の実施で得られた成果（著作物等）、情報（個人情報を含む。）等については、山

梨県に帰属するものとし、山梨県の許可なく他に使用あるいは公表してはならない。また

成果品及び資料等の著作者人格権について、受託者は将来にわたり行使しないこと。 

・成果物に第三者の著作物が含まれている場合、当該著作物（当該著作物を改変したものを

含む）の著作権は、従前からの著作権者に帰属するものとし、受託事業者は必要な著作権

処理を行うこと。 

 

６ 留意事項 

・委託業務の遂行に際しては、関係法令等を遵守すること。 

・委託業務に関して知り得た業務上の秘密は、契約期間にかかわらず第三者に漏らしてはな

らない。特に、委託業務により知り得た個人情報については、委託業務以外の目的で使用

し、又は第三者に漏らしてはならず、善良なる管理者の注意をもって取り扱うこと。 

・委託業務において個人情報を取り扱う場合には、契約書（特記事項含む）を遵守しなけれ

ばならない。 

・委託業務の遂行に当たっては、常に公正かつ中立的な姿勢を保たなければならない。 

・委託業務は、契約期間終了後も含めて、山梨県監査委員や会計検査院の検査の対象となる

場合がある。検査の対象となった場合には、委託業務の報告や資料提出等、積極的に協力

すること。また、委託業務に関する会計関係帳簿類等の経理関係書類については、委託業

務の終了年度の翌年度から５年間保存しておくこと。 

・委託業務の実施にあたっては、随時、県へ連絡、報告、協議のやりとりを行う等、情報共

有を密にしなければならない。 

 

７ その他 

（１）再委託について 

委託業務の全部を一括して第三者に再委託することは認めない。なお、委託業務の一部

を再委託する場合は、事前に山梨県の承諾を得ることとする。 

（２）仕様の変更について 

受託事業者は、やむを得ない事情によるほか、事業目的を達成するために、より効果的

な手法がある場合又は受託業務遂行上やむを得ない事情が発生した場合は、本仕様書の変

更について県と協議することができることとする。 

（３）記載外の事項について 

本仕様書に記載されていない事項については、県の指示に従うこととする。 
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（別表） 

 KPI 算出方法 R6 実績 R7 実績 R8 目標 

人
口
減
少
危
機
対
策 

人口減少に危機感を抱く県

民、事業者等の割合 

強い危機感を感じている、

やや危機感を感じている人

の合計の割合 

63% 66％ 70% 

県の人口減少危機対策への支

持率 

賛成、一部賛成の人の合計

の割合 

40% 51％ 70% 

人口減少危機対策の実施率 具体的に行動している人の

割合 

2% 1％ 15% 

自
然
首
都
圏
創
出 

自然首都圏構想の認知度、理

解度 

よく知っている、少し知っ

ている人の合計の割合 

15％ 11％ 20％ 

自然首都圏構想に対する支持

度合い 
賛成している人の割合 

26％ 21％ 35％ 

自然首都圏構想に対する期待

値 
期待している人の割合 

14％ 15％ 20％ 

共
生
社
会
化
の
推
進 

共生社会の目指す姿やその必

要性を理解している県民、事

業者等の割合 

必要性を感じている人の合

計の割合 

51% 55％ 60% 

県の共生社会実現に向けた取

り組みへの支持率 

賛成、一部賛成の人の合計

の割合 

30% 33％ 50% 

共生社会実現に向けた取り組

みの実施率 

具体的に行動している人の

割合 

2% 3％ 15% 

新
事
業
・
チ
ャ
レ
ン
ジ 

本取り組みに関する県民の認

知度 

よく知っている、少し知っ

ている人の合計の割合 

15％ 15％ 25％ 

「山梨県＝チャレンジの場」

イメージ想起度 

非常にそう思う、そう思う

人の合計の割合 

16％ － 20％ 

県の取り組みに対する期待度 大いに期待する、機会があ

れば自身も県の取り組みを

活用して独立・創業したい

人の合計の割合 

41％ 41% 50％ 

県
職
員
の
意
識 

パブリック・コミュニケーシ

ョンの目的の理解 

パブリック・コミュニケー

ションが何か、またその目

的について、十分に認識・

理解している、ある程度は

認識、理解できている 

53％ 58％ 70％ 

パブリック・コミュニケーシ

ョンへの対応状況 

パブリック・コミュニケー

ションは極めて重要な事項

であると捉え、日常業務で

積極的に対応している 

17％ 17％ 25％ 

 



別紙２ 

審査基準案 

１ 審査方法 

・ 評価項目及び配点等は「２」のとおりとし、審査員１名につき１００点満点とする。 

・ 各審査員の合計点を合算して全体の合計点とし、点数の高い順に順位を付けるものとする。 

・ 点数が同じ場合は、審査員の多数決により順位を決定する。 

・ ただし、審査委員の３名以上が５０点に満たない点数を付けた提案に係る提案者は、順位にかかわら

ず委託候補者としない。 

 

２ 評価項目及び配点等 

 
評価項目 評価点 係数 

配点 

（評価点×係数） 

１ 業務の理解 

・ 本県の取り組みや本事業の目的・必要性を十分に理解し

た上での提案になっているか。 

５点 ２ １０点 

２ 委託業務の実施体制 

・ 人員体制配置予定者の専門性は十分か。 

・ 実施体制及び役割分担が具体的に明示され、事業を円滑に

進められる体制であるか。 

・ 突発的な依頼に対しても迅速に対応できる体制となって

いるか。 

５点 ２ １０点 

３ 過去の実績・類似する業務の経験 

・ 事業の確実かつ効果的な実施が期待できる十分な実績を

有しているか。 

５点 １ ５点 

４ 組織体制強化業務 

・ 提案者の独自のノウハウやネットワーク、視点を活かした

手法が提案されているか。 

５点 ４ ２０点 

５ 現状把握・分析業務 

・ 提案者の独自のノウハウやネットワーク、視点を活かした手

法が提案されているか。 

５点 ３ １５点 

６ 助言・活動支援業務 

・ 提案者の独自のノウハウやネットワーク、視点を活かした手

法が提案されているか。 

・ 県民や事業者等のステークホルダーとのコミュニケーション

及びマスコミュニケーションの両方の視点からの提案となっ

ているか。 

５点 ４ ２０点 

７ 積極性 

・ 仕様書に記載されていない事項であって、業務の推進、目

的達成のために必要と認められる提案があるか。 

（該当する提案がない場合は、評価点は０点とする） 

５点 ２ １０点 

８ 費用対効果 

・ 評価点×（全提案者中最低見積額／提案者見積額） 

※小数点以下第３位を四捨五入 

５点 ２ １０点 

合計   １００点 

 

 

 



 

 

３ 内容点の評価の考え方 

  各評価項目の評価点は、５点満点（最高得点５点、最低得点０点）とする。  

 ・特に優れている     （５点）  

 ・優れている      （４点）  

 ・普通（基準点）     （３点）  

 ・やや劣る        （２点）  

 ・劣る          （１点）  

 ・要求水準を満たしていない （０点） 

 


